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太田川水系河川整備計画について

太田川水系河川整備基本方針(H19.3.30策定)
（長期的な基本方針）

太田川水系河川整備計画【国管理区間】(H23.5.16策定)
（20～30年の具体的・段階的な計画）

1.河川の総合的な保全と利用に関する基本方針
2.河川の整備の基本となるべき事項
・基本高水並びにその河道及び洪水調節施設への配分に関する事項
・主要な地点の計画高水流量に関する事項
・主要な地点の計画高水位、計画横断形に係る川幅に関する事項
・主要な地点の流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する事項

1.河川整備の目標に関する事項
2.河川の整備の実施に関する事項
・河川工事の目的、種類及び施工の場所、並びに当該河川工事の施工により設置される河川管理
施設の機能の概要
・河川の維持の目的、種類及び施行の場所

H26.8豪雨、H30.7豪雨、気候変動を踏まえた点検
点検の視点
1）流域の社会情勢の変化
①土地利用の変化 ②人口・資産の変化 ③洪水等による災害の発生

2）地域の意向
①地域の要望

3）事業の進捗状況
①事業完了箇所 ②事業箇所の進捗状況

4）事業進捗の見通し
①当面の段階的整備の予定

5）河川整備に関する新たな視点
①河川整備関連の法律改正・新施策への対応

太田川水系河川整備計画【国管理区間】変更

H26.8.20豪雨(広島土砂災害)、根谷川が既往最大流量を記録し被災、浸水被害発生

H30.7.6豪雨(西日本豪雨災害)、三篠川が既往最大流量を記録し被災、浸水被害発生

気候変動に伴う将来の降雨量、
流量、洪水発生確率の変化

整備計画の内容変更が必要
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７月５日(木)から本州付近に停滞する梅雨前線の活動が活発になり、中国地方では降り始めからの総雨量が450㎜を超え、昭和
47年７月豪雨以来の記録的な豪雨となりました。特に、長時間の降水量について全国の多くの観測地点で観測史上１位を更新し、
24時間降水量は76地点、48時間降水量は124地点、72時間降水量は122地点で観測史上１位を更新しました。

【気象の概要】

トピック：平成30年７月豪雨の概況

三篠川では、中深川地点において、氾濫危険水位（3.3m）を約1.7m上回り、計画高水位（5.24m）に迫る観測史上最大の洪水が
発生しました。この洪水に伴い、三篠川沿川では、越水・溢水及び内水により家屋等の浸水被害が発生したほか、鳥声橋の流失
(大臣管理区間)、JR芸備線の第一三篠川橋梁の流失(県管理区間)及び堤防の欠損などの被害が発生しました。

【三篠川の被災の状況】

床下浸水戸数 床上浸水戸数

57 444 249 195

浸水面積
(ha)

浸水戸数

※広島県管理区間の家屋浸水被害は約343戸、浸水区域面積110ha
※数値は速報値

平成30年７月豪雨の被害状況
７月６日６時の天気図

雨量レーダ画像(広島地方気象台)

広島県安芸郡坂町 岡山県倉敷市真備町 広島県広島市

三篠川(大臣管理区間)の浸水面積及び浸水戸数

鳥声橋の流失
三篠川右岸
3k000付近の溢水

三篠川
三篠川
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変更内容一覧表

目次 変更内容

1. 計画の概要 ―

1.1 計画の趣旨 ―

1.2 計画の基本理念 ―

1.3 計画の対象区間 ―

2. 河川整備の目標に関する事項 ―

2.1 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽
減に関する目標

―

2.1.1 目標設定の背景 ―

2.1.2 整備の目標
■本計画において目指す治水安全度の水準を、資産の集積度や将来の気候変動の影響による降水量の増大、本支川とのバランスを踏まえ、

太田川（下流デルタ域、下流部、中流部）、三篠川、根谷川及び古川において変更した。

2.2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持
に関する目標

―

2.2.1 目標設定の背景 ―

2.2.2 整備の目標 ―

2.3 河川環境の整備と保全に関する目標 ―

2.3.1 目標設定の背景 ―

2.3.2 整備の目標 ―

3. 河川整備の実施に関する事項 ―

3.1 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減
に関する事項

―

3.1.1 河川工事の目的、種類、施行の場所、
並びに当該河川工事の施行により設置
される河川管理施設の機能の概要

■洪水対策、高潮対策は、目指す治水安全度の水準の変更に伴い、河川整備計画の進捗状況を踏まえ、整備メニュー、施工の場所等を変更
した。

■地震対策は、高い確率で発生が予測されている東海・東南海・南海地震等による津波に備え、堤防、堰、樋門等の河川管理施設が太田川
を遡上する津波を防御できるよう施設の補強、遠隔操作システムの充実など必要な対策を追加した。

3.1.2 段階的な河川整備の考え方
■変更した整備メニュー、施工の場所等について、事業進捗状況（事業間の工程調整）、事業効果の早期発現（一連区間の早期効果発現）、

上下流や本支川の治水バランス、過去の被災状況等を踏まえ設定した。

3.2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持
に関する事項

―

3.3 河川環境の整備と保全に関する事項 ―

3.4 河川の維持の目的、種類及び施行の場所 ―

3.4.1 太田川水系の特徴を踏まえた維持管理の重点事項 ―

3.4.2 その他の河川の維持管理に関する事項

■危機管理体制の構築・強化において、近年の気候変動による大雨や短時間強雨の発生頻度の増加に伴い、地震・津波対応、水防活動への
協力、堤防の決壊時等の被害軽減対策、洪水氾濫に備えた社会全体での対応、災害リスクの評価・災害リスク情報の共有、避難を促す水
位情報等の提供、危機管理型水位計の設置、水害リスク情報の発信、防災教育や防災知識の普及、既設ダムの洪水調節機能の強化、気候
変動による影響のモニタリングを追加した。
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１.計画の概要
1.1 計画の趣旨

本計画は現時点の流域における社会経済、自然環境及び河道の状況等を前提として必要と考えられる整備内容を記述しているため、
策定後の出水や社会状況等の変化、事業実施後の河川環境に係るモニタリングの結果や新たな知見、技術の進歩等を反映しつつ、
Plan(計画)、Do(実施)、Check(点検・評価)、Action(処置・改善)のサイクルを考慮し、必要に応じて見直しを行っていきます。

太田川水系

1.2 計画の基本理念

源流から海域まで含めた、地域における川の役割を認識し、本計画では、次の３つの基本理念を柱とします。
・安全・安心な暮らしを守る
・川の恵みを享受し豊かな暮らしを支える
・「水の都ひろしま」の顔を次世代に引き継ぐ

6



１.計画の概要
1.3 計画の対象区間

太田川水系

本計画は、国土交通省の管理区間(大臣管理区間)である129.37kmを対象とします。
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２. 河川整備計画の目標に関する事項 太田川水系

2.1 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標
2.1.1 目標設定の背景
2.1.2 整備の目標

（1）施設整備による災害の発生の防止

長期的な治水目標である河川整備基本方針で定めた目標を達成するためには、多大な時間を要す
るため、上下流・本支川の治水バランスを確保しつつ、段階的かつ着実な河川整備を実施すること
で、洪水・津波・高潮等による浸水被害の防止又は軽減を図ることを目標とします。

本計画において目指す治水安全度の水準は、下流デルタ域及び下流部においては、資産の集積度
や将来の気候変動の影響による降水量の増大等を踏まえ、年超過確率1/100程度とし、その水準に
相当する目標流量を基準地点玖村で10,200m3/sとします。

河道に配分する流量は計画高水流量である8,000m3/sとし、目標流量を安全に流下させるために洪
水調節機能を向上させ、洪水氾濫による浸水被害の防止を図ります。

中流部においては、観測史上最大の平成17年９月規模の洪水が再び発生した場合でも、洪水氾濫
による家屋浸水被害の防止を図ります。

支川（三篠川、根谷川、古川）では、平成30年７月豪雨や将来の気候変動の影響による降水量の増
大等を踏まえ、治水安全度の水準を年超過確率1/50程度とし、その水準に相当する河道の目標流
量（三篠川中深川地点：1,600m3/s、根谷川新川橋地点：710m3/s、古川：480m3/s）に対し、洪水氾濫
による浸水被害の防止を図ります。

大芝水門及び 園水門における洪水の分派については、計画規模の洪水ピーク流量や計画高水

位と同等の水位となる洪水が発生した場合においても、太田川及び市内派川へ計画どおりの分派
比で洪水を安全に流下させ広島中心市街地における浸水被害の防止を図ります。

1)洪水氾濫対策 〔実施内容の変更〕

平成17年９月洪水による
被災痕跡水位（中流部）

平成26年８月豪雨時の様子(根谷川)

高潮に対しては、下流デルタ域では、伊勢湾台風規模の台風が台風期の朔望平均満潮時に広島
湾に最も危険なコース（昭和 26 年 10 月ルース台風）を通過した場合でも、越水による浸水被害（越
波による浸水被害は除く）の防止を図ります。

2)高潮対策

平成30年７月豪雨時の様子(三篠川)
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２. 河川整備計画の目標に関する事項 太田川水系

2.1 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標
2.1.1 目標設定の背景
2.1.2 整備の目標

（1）施設整備による災害の発生の防止

地震に対しては、東海・東南海・南海地震等の想定される最大クラスの地震動に対して、河川管理施設の被害の防止又は軽減を図りま
す。なお、高潮対策及び地震対策により、比較的発生頻度の高い津波による災害の発生の防止を図ることが可能となります。

大規模地震の発生により交通が途絶した場合でも、河川空間を活用した緊急物資の輸送や負傷者の搬送を可能とします。

3)地震・津波対策 〔実施内容の追加〕

(2)施設の能力を上回る洪水への対応

想定し得る最大規模の洪水を含めて、施設の能力を上回る洪水が発生した場合においても、避難確保ハード対策とソフト対策を一体
的・計画的に推進し、人命・資産・社会経済の被害をできる限り軽減できるよう努めます。

2.2.2 整備の目標

水道用水、工業用水、農業用水の取水など利水の現況、動植物の保護、漁業、景観、流水の清潔の保持に支障が生じないよう、渇水
時の情報提供、情報伝達体制を整備するとともに、関係機関等との調整を図り、適正な水利用を推進します。

発電等によって減水区間が発生している中流部においては、流況への影響把握に努めます。

2.2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標
2.2.1 目標設定の背景

〔新規項目の追加〕
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２. 河川整備計画の目標に関する事項 太田川水系

2.3 河川環境の整備と保全に関する目標
2.3.1 目標設定の背景
2.3.2 整備の目標

中・下流部は、多様な自然環境が残るとともに、身近に自然を感じることのできる場でもあります。河道の改修においては、太田川の多
様な自然環境に配慮しながら、生物の生息・生育・繁殖場所の保全に努めます。

下流デルタ域については、太田川を中心に干潟が残っており塩生植物群落等がみられます。太田川の多様な河川環境を十分に把握で
きる評価指標の確立に向け、生態学の専門家等と協働し、調査検討を行うとともに、河川改修や護岸工事等においては、多様な生物の
生息環境となっている干潟や砂質河床の保全に努めます。

川は森と海を結ぶ回廊という役割を有しており、流域の良好な環境を保つためには、森、川、海の良好な繋がりが不可欠であることから、
広島湾の恵みを支える太田川の役割を再認識し、関係機関や地域住民の方々と連携しながら流域の物質循環の調査・把握に努めま
す。

自然環境に対しては、市民等と連携したモニタリングを実施し、日頃からの保全に努めます。

（1）自然環境

下流部の広い高水敷を利用したオープンスペース、古川での身近に川にふれることのできる場、中流部のアユ釣りや涼を求める場など、
身近に水を感じることができ、安心して安全に利用できる河川空間を地域と一体となって維持できるよう努めます。

下流デルタ域の水辺においては、「水の都ひろしま」構想に基づき、市民、関係機関の協力のもと都市部の個性と魅力のある水辺の創
出、賑わいのある水辺の創出を目指します。

～「水の都」にふさわしい空間づくり～を目標に、水辺空間を心地良く、憩いや安らぎ、潤いを感じられる空間とするため、水辺環境の改
善を図るとともに、人と川の関係の再構築に努めます。

（2）河川空間の利活用

地域の特徴を踏まえ「個性と魅力ある風景づくり」を念頭に、地域の象徴となっている水辺景観の維持、形成に努めるとともに、秩序あ
る水面利用を促し、「水の都ひろしま」のシンボルとなる都市景観と調和した河川景観の保全に努めます。

(3)景観

関係機関、地域住民の方々等との連携、調整を図り、現状の良好な水質の保持に引き続き努めます。

（4）水質
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下流部・下流デルタ域における施工断面のイメージ図

3.1 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項
3.1.1 河川工事の目的、種類、施行の場所、並びに当該河川工事の施行により設置される

河川管理施設の機能の概要

（1）下流部・下流デルタ域

太田川水系（大臣管理区間）においては、氾濫域の特性や河川整備の状況等を踏まえ、前章に定めたブロックごとの治水目標を達成
するため、以下のとおり河川整備等を実施します。

河川整備等を行う際には、治水と環境の調和を図り、川の営みを活かした川づくりに努めます。

1）洪水対策

３.河川整備の実施に関する事項 太田川水系

注)今後の河床変動、調査や測量結果等により、掘削形状や築堤形状は
変更される可能性があります。

下流部・下流デルタ域においては、河道の配分流量に対して流下能力が不足している
箇所において河道掘削や堤防整備等を実施します。

大芝水門、 園水門については、太田川及び市内派川に計画どおりの分派比で洪水を
分派させるために、観測史上最大の平成17年９月洪水等の検証を踏まえつつ、計画高
水流量を超える洪水や計画高水位を上回る洪水が発生しても、広島中心市街地に甚
大な浸水被害が発生しないよう、水門の構造・操作方法等を含め必要な調査・検討を
行い、改築を実施します。

改築までの期間、老朽化にともなう操作障害等を防止するため点検等を実施し、その結
果を踏まえ適切な補修を行います。

太田川、三篠川、根谷川が合流する三川合流部周辺を中心として、アユの産卵場やモ
クズガニの生活史を支える貴重な移動環境を有する下流部では、太田川の中でも特に
多様な生物の生息・生育・繁殖環境が存在するため、極力平水位以下の河道形状の改
変回避に努め、水際から凹凸を付けたなだらかな形状で河川整備等を実施します。

河道掘削や樹木伐開の実施にあたっては、「河川水辺の国勢調査」等の環境調査や測
量成果等の既存のモニタリング成果を活用し、工事実施予定箇所が持つ河道の物理
特性や、河川環境の特徴を分析・評価し、周辺環境との調和を意識しつつ、河川工事
による生物の生息・生育・繁殖環境への影響を極力緩和させるため、時間軸を利用しつ
つ縦断的・横断的な段階的河川工事の実施に努めます。

下流デルタ域では、ヤマトシジミ等が生息する汽水域環境の保全を図るため、それらの
生息・生育・繁殖が確認される場の規模や希少性に着目し、必要なモニタリングを実施
します。 11



3.1 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項
3.1.1 河川工事の目的、種類、施行の場所、並びに当該河川工事の施行により設置される

河川管理施設の機能の概要

下流デルタ域においては、想定される最大クラスの地震動（レベル２地震動）に対す
る堤防の耐震対策を実施します。

高潮堤防を整備する箇所においては、堤防整備に合わせ実施します。
排水樋門等の構造物については、レベル２地震動に対する耐震性能の照査を行い
ます。

太田川において、既存の河川敷等を活用して引き続き緊急用河川敷道路及び緊急
船着き場の整備を行います。

緊急用河川敷道路の整備にあたっては、学識経験者等から構成される「太田川生
態工学研究会」等と連携しながら、貴重な干潟環境の物理的特性の把握・検証に
努め、必要な環境保全措置を検討・実施します。

高い確率で発生が予測されている東海・東南海・南海地震等による津波に備え、堤
防、堰、樋門等の河川管理施設が太田川を遡上する津波を防御できるよう施設の
補強、遠隔操作システムの充実など必要に応じて対策を実施します。

3）地震対策

（1）下流部・下流デルタ域

３.河川整備の実施に関する事項 太田川水系

緊急用河川敷道路

整備済みの緊急用河川敷道路の前に広がる干潟

2）高潮対策 〔実施内容の追加〕

〔実施内容の変更及び追加〕

〔変更〕

〔追加〕

〔変更〕

高潮堤防の整備イメージ図

注) 今後の調査や測量結果等により、築堤形状を変更する可能性があります。

耐震対策のイメージ図
注)今後の調査や検討結果により、工法等を変更する可能性があります。

下流デルタ域においては、河川整備基本方針で定めた計画高潮位T.P.+4.4m（第3
段階）までの高潮堤防の整備を実施します。

河川の利用状況等を踏まえ、段階施工が困難な区間については、計画堤防高まで
の整備を検討し、必要に応じて対策を実施します。また、気候変動による海面上昇
への対応について検討を行い、必要に応じて対策を実施します。

高潮堤防の整備にあたっては、ヤマトシジミ等が生息する汽水域環境の保全を図る
ため、それらの生息・生育・繁殖が確認される場の規模や希少性に着目し、必要な
モニタリングを実施します。
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3.1 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項
3.1.1 河川工事の目的、種類、施行の場所、並びに当該河川工事の施行により設置される

河川管理施設の機能の概要

下流部・下流デルタ域においては、過去の被災履歴等を含め浸透に対する安全性が相対的に低い箇所より、河川堤防の浸透対策を実
施します。

4）河川堤防の浸透対策

（1）下流部・下流デルタ域

３.河川整備の実施に関する事項 太田川水系

中流部においては、連続した堤防の整備や河道掘削等による洪水防御だけで
なく、災害リスクを考慮した土地利用（災害危険区域の設定、防災集団移転促
進事業等）等を進めるために関係機関や地域住民と連携、調整を図るとともに、
輪中堤整備等の局所的な対策により効率的に災害の発生の防止又は軽減を
図ります。具体的な施設計画については、関係機関と連携、調整を図りながら
検討を行います。

河川整備の実施にあたっては、中流部の特徴である連続した大小の瀬・淵の
形状を保全しながら河川整備等を実施します。

河道掘削や樹木伐開の実施にあたっては、「河川水辺の国勢調査」等の環境
調査や測量成果等の既存のモニタリング成果を活用し、工事実施予定箇所が
持つ河道の物理特性や、河川環境の特徴を分析・評価し、周辺環境との調和
を意識しつつ、河川工事による生物の生息・生育・繁殖環境への影響を極力緩
和させるため、時間軸を利用しつつ縦断的・横断的な段階的河川工事の実施
に努めます。

太田川本川の河道掘削による支川の河道の安定性への影響の把握 に努め
るとともに、生物の生息環境に関する本・支川の連続性にも配慮し、必要に応
じて適切な対策を検討・実施します。なお、本計画期間内に河川 整備を実施
する箇所を含め、適切な河道管理により、流下能力の維持に努めます。

（2）中流部

1）洪水対策 〔実施内容の追加〕

中流部の施工断面のイメージ図

注)今後の河床変動、調査や測量結果、関係機関との調整等により、整備内容は
変更される可能性があります。

13



3.1 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項
3.1.1 河川工事の目的、種類、施行の場所、並びに当該河川工事の施行により設置される

河川管理施設の機能の概要

三篠川においては、河道の目標流量に対して、流下能力が不足している箇所において河道掘削や堰改築、堤防整備を実施します。ま
た、平成30年７月豪雨による浸水被害を踏まえ、段階的な整備を行います。

河川整備の実施にあたっては、魚付き林となっている山際の樹林に配慮するとともに、瀬・淵の形状の維持に努め河川整備等を行いま
す。

河道掘削や樹木伐開の実施にあたっては、「河川水辺の国勢調査」等の環境調査や測量成果等の既存のモニタリング成果を活用し、
工事実施予定箇所が持つ河道の物理特性や、河川環境の特徴を分析・評価し、周辺環境との調和を意識しつつ、河川工事による生物
の生息・生育・繁殖環境への影響を極力緩和させるため、時間軸を利用しつつ縦断的・横断的な段階的河川工事の実施に努めます。

三篠川の河道掘削による支川の河道の安定性への影響の把握に努めるとともに、生物の生息環境に関する本・支川の連続性にも配
慮し、モニタリング調査結果を踏まえて掘削方法等を検討することで、環境への影響の軽減に努めます。

(3)支川三篠川

1）洪水対策

３.河川整備の実施に関する事項 太田川水系

〔実施内容の変更〕

三篠川の施工断面のイメージ図
注1)広島県管理区間の災害復旧等による流下能力向上を踏まえ、上下流の治水バランスを考慮し、段階的な整備として、1,200m3/sを安全に流下させるための堤防整備及び河道掘削
を実施します。その後、本支川の治水バランス及び環境への影響を考慮しつつ、1,600m3/sを安全に流下させるための河道掘削に着手します。

注2) 今後の河床変動、調査や測量結果等により、掘削形状や築堤形状は変更される可能性があります。
14



3.1 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項
3.1.1 河川工事の目的、種類、施行の場所、並びに当該河川工事の施行により設置される

河川管理施設の機能の概要

根谷川においては、太田川下流部・下流デルタ域と同様に、過去の被災履歴等を含め浸透に対する安全性が相対的に低い箇所より、
河川堤防の浸透対策を実施します。

（4）支川根谷川

2）河川堤防の浸透対策

３.河川整備の実施に関する事項 太田川水系

根谷川においては、河道の目標流量に対して流下能力が不足して
いる箇所において河道掘削を実施します。

河川整備の実施にあたっては、ミナミメダカやオヤニラミが好む水
際植生や緩流域の改変が予測されることから、「河川水辺の国勢
調 査」等の環境調査や測量成果等の既存のモニタリング成果を活
用し、工事実施予定箇所が持つ河道の物理特性や、河川環境の特
徴を分析・評価し、周辺環境との調和を意識しつつ、河川工事によ
る生物の生息・生育・繁殖環境への影響を極力緩和させるため、時
間軸を利用しつつ縦断的・横断的な段階的河川工事の実施に努め
ます。

1）洪水対策

2）河川堤防の浸透対策

三篠川においては、太田川下流部・下流デルタ域と同様に、過去の被災履歴等を含め浸透に対する安全性が相対的に低い箇所より、
河川堤防の浸透対策を実施します。

(3)支川三篠川

根谷川の施工断面のイメージ図

注)今後の河床変動、調査や測量結果等により、掘削形状は変更される可能性があります。
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3.1 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項
３.河川整備の実施に関する事項 太田川水系

3.1.1 河川工事の目的、種類、施行の場所、並びに当該河川工事の施行により設置される
河川管理施設の機能の概要

古川においては、河道の目標流量に対して流下能力が不足している箇所において河道掘削を実施します。
太田川の背水影響に対する堤防整備が未実施の箇所において、堤防整備等を実施します。

（5）支川古川

1）洪水対策

古川においては、太田川下流部・下流デルタ域と同様に、過去の被災履歴等を含め浸透に対する安全性が相対的に低い箇所より、河
川堤防の浸透対策を実施します。

2）堤防の浸透対策

〔実施内容の追加〕

古川の施工断面のイメージ図

注)今後の調査や測量結果等により、掘削形状や築堤形状は変更される可能性があります。
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3.1 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項
３.河川整備の実施に関する事項 太田川水系

3.1.1 河川工事の目的、種類、施行の場所、並びに当該河川工事の施行により設置される
河川管理施設の機能の概要

整備内容と整備箇所
17



3.1 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項

（7）洪水調節機能の向上

太田川上流部において、洪水調節機能の向上等を図るための調査・検討を行い、必要な対策を実施します。
実施にあたっては、関係機関と十分な調整を図りながら調査・検討を行います。

（8）施設の能力を上回る洪水への対策

施設の能力を上回る洪水が発生し、堤防の決壊等により氾濫が生じた場合でも、洪水時の被害の軽減を図る対策を実施します。
排水施設については、浸水被害を受けた場合においても、継続的に排水機能を維持できるよう必要に応じて耐水対策等を行い、施設
の信頼性を向上させるとともに、応急対策や氾濫水の排除、迅速な復旧・復興活動に必要な堤防管理用通路の整備、水防拠点(河川

防災ステーション等)の整備、既存施設の有効活用、排水ポンプ車等災害対策車両の整備等を検討し、必要に応じて実施します。
安全な避難場所への避難が困難な地域等における応急的な避難場所となる高台等の確保について、地域の意向を尊重しつつ検討し
ます。

３.河川整備の実施に関する事項 太田川水系

3.1.1 河川工事の目的、種類、施行の場所、並びに当該河川工事の施行により設置される
河川管理施設の機能の概要

3.1.2 段階的な河川整備の考え方

(1)下流デルタ域の堤防の整備

洪水対策のための河道整備及び計画高潮位(T.P.+4.4m)までの高潮堤防の整備を早期に完成させます。

前章の目標達成に向け、太田川水系においては、事業進捗状況（事業間の工程調整）、事業効果の早期発現（一連区間の早期効果発
現）、上下流や本支川の治水バランス、過去の被災状況等を踏まえ、関係機関と連携しながら以下の事項に配慮して河川整備を実施し
ます。

家屋の床上浸水等、内水氾濫による浸水被害の対策については、支川管理者ならびに関係機関や地域と一体となって、適切な役割分
担のもと、必要に応じて内水被害の軽減を目指します。

特に、矢口川については「矢口川総合内水対策計画」に基づき、実施内容をハード対策・ソフト対策に分け、国・県・市において流域全
体で対応するよう、役割分担のもと対策の検討を進め、地域防災力の向上を図ります。

（6）内水氾濫対策

〔実施内容の変更〕

〔新規項目の追加〕

〔新規項目の追加〕

〔新規項目の追加〕
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広島県管理区間の災害復旧等による流下能力向上を踏まえ、上下流の治水バランスを考慮し、段階的な整備として、1,200m3/sを安全
に流下させるための堤防整備及び河道掘削を実施します。その後、本支川の治水バランス及び環境への影響を考慮しつつ、1,600m3/s
を安全に流下させるための河道掘削に着手します。

河道掘削により発生した土砂は、三篠川や中流部、古川の堤防整備にも活用する等、効率的な事業進捗に努めます。

19

３.河川整備の実施に関する事項 太田川水系

3.1 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項
3.1.2 段階的な河川整備の考え方

(5)支川三篠川の河道整備

下流デルタ域の河道整備の進捗状況（上下流の治水バランス）を考慮し実施します。

(3)下流部の河道整備

太田川の河道整備の進捗状況（本支川の治水バランス）を考慮し整備に着手します。

(6)支川根谷川・古川の河道整備

上下流の治水バランスを考慮し整備に着手します。

(4)中流部の河道整備

堤防整備等と並行して洪水調節機能の向上等を図る対策について調査・検討を行い、必要な対策を実施します。

(7)洪水調節機能の向上

流域全体で浸水被害を軽減させるため、太田川流域の特性に応じて、浸水リスク情報の共有を行いながら、河川への流出抑制の取組、
まちづくりや住まい方の工夫等による水害に強い地域づくりに向けて流域の関係者との連携を図ります。

(8)流域に関する対策

（2）大芝水門及び 園水門の改築

観測史上最大の平成17年９月洪水の水理現象等を踏まえ、早期に水門の構造・操作方法等を含め必要な検討を行い、その後、下流デ
ルタ域の河道整備の進捗状況（上下流の治水バランス）を考慮し改築に着手します。

〔実施内容の変更〕

〔新規項目の追加〕

〔新規項目の追加〕

〔新規項目の追加〕
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３.河川整備の実施に関する事項 太田川水系

3.1 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項
3.1.2 段階的な河川整備の考え方

※上記の整備手順は、整備にあたっての基本的な考えた方を示したものであり、洪水等の発生状況、関連事業との調整状況や上下流の治水バランス等を踏まえて、変更す
る場合があります。

主な整備内容

河道掘削

中流部 堤防整備、河道掘削、堰改築、輪中堤整備等

大芝・ 園水門

根谷川

古川 堤防整備・河道掘削

三篠川

堤防整備、

河道掘削、堰改築(第1段階：1,200m3/s河道)

河道掘削、堰改築(第2段階：1,600m3/s河道)

整備箇所 河川整備計画期間

太
田
川

下流デルタ域
堤防整備、高潮堤防整備、
河道掘削

下流部 堤防整備、河道掘削

上流部 洪水調節機能の向上

検討・改築

整備手順



３.河川整備の実施に関する事項 太田川水系

3.2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項

河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関しては、地域住民が「水の都ひろしま」の軸でもある太田川を誇りに持てるよう、
合理的な水利用の促進を図るなど、今後とも関係機関と連携して必要な流量の確保に努めます。

渇水により地域住民の生活や社会活動、魚類等をはじめとした生物の生息・生育・繁殖環境に支障が生じるおそれがある場合には、既
存の「太田川水系水利用協議会」を活用して情報を共有し、迅速な対応が図られる体制を確保するとともに、関係機関と連携して地域
住民に対して節水等を呼びかけるなど、節水や水利用の調整に努めるとともに、渇水による河川環境への影響の把握のため、必要に
応じて調査を実施します。

中流部の減水区間における流況の改善については、減水による流況変化や水質への影響をモニタリングしてデータを蓄積し、地域の
ニーズを踏まえて、関係機関との調整に努めます。

減水区間における生物の生息・生育・繁殖環境については、継続してモニタリングを行います。
河川の維持管理を行う際には治水と環境の調和に配慮し、必要に応じて生物の生息・生育・繁殖環境の改善に努めます。

21
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３.河川整備の実施に関する事項 太田川水系

(1)自然環境の保全

太田川の環境の特徴を把握・分析・評価し、河川工事を実施する際には、極力自然の状態を改変しないよう環境に配慮し、アユの産卵
場やワンドの保全、瀬や淵の保全に配慮した掘削等、生物の生息・生育・繁殖環境の保全を実施し、多自然川づくりに努めます。

現在、サツキマスは河口から約76kmまで遡上が確認されており、回遊魚の遡上環境が確保されていますが、継続的に遡上・降下調査
を行い、必要に応じて横断構造物や魚道の修繕を行うなど、現在の多様な環境を維持していきます。

河口域における治水対策にあたっては、干潟に代表される感潮区間特有の河川環境を保全するため、学識経験者等から構成される
「太田川生態工学研究会」等と連携し、干潟の機能等を検証しつつ必要な環境保全措置を実施します。

温井ダム下流部の水生生物の生息・生育・繁殖環境を改善するため、関係機関と連携し、温井ダムの融雪出水時の水位維持操作（フ
ラッシュ放流）や温井ダム下流河川への置土等による土砂還元、魚類調査等を実施します。

川は、森と海を結ぶ水の回廊という役割を果たしていることから、流域の河川環境を把握するため、関係機関と連携し、栄養塩に関する
物質循環の調査・把握に努めます。

自然環境の保全にあたっては、今後の地域の状況や要望などにより、自然環境の保全や創出等の必要が生じた場合には、自然再生
計画を策定し、整備内容について検討し、整備を実施します。

3.3 河川環境の整備と保全に関する事項

干潟再生試験で造成された干潟の状況

〔変更〕

〔追加〕

〔実施内容の変更及び追加〕

温井ダムのフラッシュ放流
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３.河川整備の実施に関する事項 太田川水系

(2)水辺環境の改善

市内派川では、「水の都ひろしま」推進計画において位置づけられたテーマであ
る～「水の都」にふさわしい空間づくり～に鑑み、水辺空間を心地良く、憩いや
安らぎ、潤いを感じられる空間とするため、水辺の整備や維持管理等を推進し
ます。

水辺環境の改善にあたっては、有機泥が堆積し、景観、異臭により水辺利用等
の支障になっている底質を改善するため、引き続き、旧太田川、元安川及び天
満川において、産学官連携による取組を推進します。

今後、地域の状況や要望等により、さらなる水辺環境の改善の必要が生じた場
合には、流域の市町村と連携を図りながら、整備内容について検討し、整備を
実施します。

3.3 河川環境の整備と保全に関する事項

底質改善実験の状況

底質改善を実施する箇所の位置図

〔実施内容の追加〕
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３.河川整備の実施に関する事項 太田川水系

(3)河川空間の安全で適正な利用

快適で安全に利用できる河川空間を地域と一体となり維持することを目指し、整備を実施します。
旧太田川、元安川の基町地先において、「水の都ひろしま」推進計画に基づき、水辺とまちをつなぐ
ネットワークの形成や安全・安心の河川利用にも資する、河川管理通路や護岸等の整備を行います。

旧太田川に隣接する中央公園に建設予定のサッカースタジアムは、広島の新たなシンボルとして地
域の更なる活性化に寄与することが期待されるため、関係機関と連携しながら周辺施設との一体利
用に向けた河川空間の整備を図ります。

河川空間の保全と利活用にあたっては、現状の利用状況や将来の利活用への要望等との整合を踏
まえ、川と人との繋がりを強め、河川空間の安全で適正な利用が図られるとともに、良好な水辺景観
が次世代に引き継がれるよう河川空間利用に関する区間別の目標をもとにし、今後、地域の要望を
踏まえ地方公共団体等と連携して整備を行い、地域との適切な役割分担により管理を行います。河
川空間の利活用の実態は、「川の通信簿調査」や「河川空間利用実態調査」等の実施により、定期
的に評価、分析し、河川空間の安全で快適な利用に向けた取組を関係機関等と連携を図り、実施し
ます。

3.3 河川環境の整備と保全に関する事項

平和記念公園における河岸
(親水テラス)整備（元安川）

河川管理用通路・護岸を整備する箇所の位置図（基町地先）

〔実施内容の追加〕



３.河川整備の実施に関する事項 太田川水系

(4)河川景観・文化財の保全

河川整備等の実施にあたっては、太田川を軸とした多様な景観・文化財を次世代に引き継ぐため、地域の魅力を活かした護岸等の整
備に努めます。

市街地を流れる市内派川の緩やかな流れと河岸緑地の緑が織りなす都市景観と、瀬や淵等の変化に富んだ流れと河原から連続する
背後の山々が織りなす山間部の景観等、地域の特徴を踏まえ川と地域とのつながりを意識し、これらの景観に配慮した整備を行います。

3.3 河川環境の整備と保全に関する事項

景観に配慮した護岸

広島市指定天然記念物「筒瀬八幡神社の社叢」の保全

(5)水質の保持

水質の保持にあたっては、定期的に水質観測を行い状況を把握し、下水道整備等の関連事業や関係機関との連携、調整を行うととも
に、地域住民との連携を図り、多様な視点で現在の良好な水質の確保に努めます。

水質観測は、標準的には河川水の適正な管理を行うために、主要地点において年12回（月当たり１回）実施します。
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３.河川整備の実施に関する事項 太田川水系

3.4 河川の維持の目的、種類及び施行の場所
河川の特性を踏まえ、河川維持管理計画に基づき、河川の状態の変化の監視、評価、評価結果を踏まえた改善策を「サイクル型維持
管理体系」の一連の体系として構築することで、今後増大する施設の老朽化に対する長寿命化対策をライフサイクルコストの縮減も含
め検討し、効率的・効果的に対策を実施するとともに、今後高齢化等の地域社会の変化等を踏まえ施設の改善等を図ります。

都市部の貴重なオープンスペースとして、太田川の河川空間は水面を含め多種多様な利活用がなされており、これらの河川空間の適
切な利活用を図るうえで、河川管理者のみならず、住民やNPO法人等を含めた地域との連携が欠かせません。

川は常に変化する自然公物であるため、洪水の前後だけではなく、日常から継続的に調査・点検を行い、その結果を「河川カルテ」等に
記録・保存し、河川管理の基礎データとして活用します。

このような維持管理を継続的に実施することによって、太田川水系が有している治水・利水・環境に関する多様な機能の維持に努めま
す。

サイクル型維持管理のイメージ 26



３.河川整備の実施に関する事項 太田川水系

3.4 河川の維持の目的、種類及び施行の場所
3.4.1 太田川水系の特徴を踏まえた維持管理の重点事項
(1)長期間が経過した河川管理施設の老朽化対策

長期にわたる施設の効率的・効果的な維持管理を実施するために、計画的な巡視、点検により施設の状況を的確に把握するとともに、
既存施設に対する予防的な維持補修や優先度を検討し、維持管理費の縮減や施設の長寿命化を図ります。

河道の流下能力やダム等の貯水池の貯水容量を適切に把握するため、河道や貯水池の土砂の堆積状況、樹木繁茂状況等、その河
道状況の変化を的確に把握するとともに、必要に応じて維持掘削や樹木伐開等の適切な対策を検討・実施します。

許可工作物についても、河川管理上の支障とならないよう、また、必要に応じて適切な対策が実施されるよう、施設管理者を指導します。

河川管理施設の長寿命化への対応イメージ

通常の
維持管理の
サイクル

建 設

実 操 作

点 検
（管理運転点検、
年点検等）

効率的な維持管理
のための診断の実施

対応策の実施
（整備、更新等）

整 備
（保全整備等）

施設更新の場合

継続使用

継続使用

傾向管理の強化等

継続使用

保全状態
への復帰

点検結果に基づき適宜実施
する清掃、給油脂、調整等「信頼性による取替・更新年数」

経過等、詳細な状況把握の必要
性有り

対応実施の必要有り

対応策の検討・指示

場合によっては大規模な
施設更新も有り得る

健全状態への復帰

施設更新の場合

【総合評価】
管理する複数の施設における整備・更新の優先度を評

価するため、「健全度」「設置条件」「設備区分」「社
会への影響度」等を総合的に勘案し、維持管理の優先度
を決定し、維持管理更新計画を策定

通常の
維持管理の
サイクル

通常の
維持管理の
サイクル

建 設

実 操 作

点 検
（管理運転点検、
年点検等）

効率的な維持管理
のための診断の実施

対応策の実施
（整備、更新等）

整 備
（保全整備等）

施設更新の場合

継続使用

継続使用

傾向管理の強化等

継続使用

保全状態
への復帰

点検結果に基づき適宜実施
する清掃、給油脂、調整等「信頼性による取替・更新年数」

経過等、詳細な状況把握の必要
性有り

対応実施の必要有り

対応策の検討・指示

場合によっては大規模な
施設更新も有り得る

健全状態への復帰

施設更新の場合

【総合評価】
管理する複数の施設における整備・更新の優先度を評

価するため、「健全度」「設置条件」「設備区分」「社
会への影響度」等を総合的に勘案し、維持管理の優先度
を決定し、維持管理更新計画を策定

場合によっては大規模な 
施設更新もあり得る 
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３.河川整備の実施に関する事項 太田川水系

3.4 河川の維持の目的、種類及び施行の場所
3.4.1 太田川水系の特徴を踏まえた維持管理の重点事項

大芝水門や 園水門、高瀬堰、排水機場等をはじめとする大規模構造物については、その機能を適切に発揮させるため、日常から各

施設の状況を的確に把握するとともにその結果を評価し、効率的かつ計画的な維持補修方法を検討し、必要に応じて対策を実施しま
す。

今後多くの施設が耐用年数を迎えることが想定されており、これらの施設の機能をより長く発揮させるため、感潮域においては、樋門等
の施設改築時期に合わせ、扉体を発錆しにくい材質へ変更することや、塗装材料の変更等により塗り替え回数の低減によるコストの縮
減など、ライフサイクルコストの縮減を含めた施設の長寿命化対策を検討し、必要に応じて適切な維持管理を計画的に実施します。

ゲート操作等に係わる機械設備、電気設備については、点検・調査を行い施設の状態を評価・把握します。さらに、施設の損傷、劣化等
の変状が確認された場合は、その状態を把握・評価するとともに適切な補修方法を検討し、必要に応じて対策を実施し、その機能の維
持に努めます。

大芝水門、 園水門については、建設後50年以上が経過しているため、ゲートや機械設備等の劣化が進行しており、適切な維持補修

が必要です。
今後、施設の改築に着手するまでの間、現在の施設の状況を詳細に把握するとともに改築までの期間の適切な延命措置を検討し、必
要な対策を実施します。

1)大芝水門、 園水門等の大規模構造物の老朽化対策

太田川放水路の堤防・護岸の空洞化対策については、定期的な河川巡視による護岸形状の確認を行い、護岸の目地や法面、根固め
等の状況からその健全性を評価し、具体的な対策が必要となる実施時期の予測・検討に努め、必要に応じて適切な対策を実施します。

2)太田川放水路及び市内派川の堤防の空洞化対策
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３.河川整備の実施に関する事項 太田川水系

3.4 河川の維持の目的、種類及び施行の場所
3.4.1 太田川水系の特徴を踏まえた維持管理の重点事項

(2)川の営みを活かした持続可能な河道管理手法の確立

周辺の自然環境との調和にも配慮しつつ、太田川における「治水と環境の調和」を図ることが可能な、河道掘削と樹木伐開の適切な組
み合わせ手法を確立するため、川の営みを活かした持続可能な河道形状を調査・検討し、それらにより得られた知見を評価・分析し、
必要な対策を検討し実施します。

高瀬堰の下流から安佐大橋付近ではみお筋が固定化し、河道内の中州等の発達により樹林化が進行しており流下能力が不足してい
ます。そこで、当該箇所を太田川における「治水と環境の調和」が図られるとともに、持続可能な河道管理の知見を得るためのフィール
ドとして、試行的取組を実施するとともに重点的なモニタリング等を実施し、得られたデータや知見等をとりまとめ、今後の河川整備等へ
の活用に努めます。

安佐大橋下流から安芸大橋までの区間においては、観測史上最大の平成17年９月洪水では、多くの河道内樹木が倒伏し、これを受け、
洪水と樹木の倒伏に関する実態調査等を実施しており、今後も継続して、矢口第１観測所において氾濫注意水位を上回る洪水が発生
した場合に、縦横断測量、樹木調査等のモニタリングを実施します。

広島の中心市街地を流れる市内派川の流量は、大芝水門及び 園水門により制御されていますが、分派地点では複雑な流れにより

河床変動が生じて、堆積土砂が洪水時の分派量に影響を与えたり、局所的な洗掘により河川管理施設に破損が生じるおそれがありま
す。

洪水時の流量や水位の観測、定期縦横断測量、洪水後の横断測量等を行い、洪水時の分派量及び洪水による河床変動状況を把握し、
適正な分派量を維持するための対策を検討・実施します。

これらにより得られた知見は、適切に河川維持管理計画に反映します。
樹木伐開を行うにあたっては、コストの縮減及び伐採木の地域資源としての有効活用の観点から、伐採木の無償配布等を行うとともに、
今後も地域社会との一層の連携を図ります。
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３.河川整備の実施に関する事項 太田川水系

3.4 河川の維持の目的、種類及び施行の場所
3.4.2 その他の河川の維持管理に関する事項

(1)河川管理施設等の維持管理

河川管理施設の機能を維持するための施設等の異常の早期発見を目的とし、平常時の河川巡視、
出水期前・出水後の施設の点検を行います。

堤防の浸透作用及び侵食作用に対する安全性、信頼性を維持し高めていくと同時に、堤防管理
の充実強化を図るため、継続的に河川堤防のモニタリングを実施し、その状態把握に努めます。

堤防点検や河川巡視等で堤防の亀裂、のり面の緩み、護岸の欠損、高潮堤防に見られる空洞化
による護岸の歪み等を発見した場合には、その状態を把握・評価し、適切な補修方法等を検討し
必要に応じて対策を実施します。

堤防の除草については、堤防の異常を早期に把握して堤防の機能を維持するために重要である
ことから、河川維持管理計画で定める適切な頻度で実施します。

堤防点検の状況

1）河川管理施設等の点検・モニタリング・維持補修

事故やテロ等による河川やダム等の貯水池への汚濁物質の混入等、突発的に発生する水質事
故に対処するため、平常時の河川やダム等の貯水池の巡視等により水質事故に係わる汚濁源情
報の迅速な把握に努めるとともに、「太田川水質汚濁防止連絡協議会」による情報連絡体制の徹
底に努めます。

水質事故等の発生時においては、速やかに情報の収集、通報・連絡を行うとともに、関係機関と
連携のもとオイルフェンス及びオイル吸着マットの設置等により被害の拡大防止に努めます。

水質事故対策資材の備蓄については、関係機関等の備蓄状況についても把握し、事故発生時に
速やかに資材等の確保が図れるよう対応します。

2)水質事故対策

堤防の除草
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３.河川整備の実施に関する事項 太田川水系

3.4 河川の維持の目的、種類及び施行の場所
3.4.2 その他の河川の維持管理に関する事項
(1)河川管理施設等の維持管理

(2)土砂動態の把握

太田川水系の多様な河川環境を保全するため、河川及びダムでの「河川水辺の国勢調査」等によって、管理区間内における広範囲の
生物の生息・生育・繁殖状況に関するモニタリング調査を継続的に行い、河川に関する各種計画の策定や事業を実施する際の河川環
境への影響を検討し、貴重な自然環境を保全するための基本データとして活用するとともに、情報をウェブサイトやGoGi通信等に掲載
し、太田川の環境に関する情報提供に努めます。

河川巡視等により外来種の生息・生育状況を日々把握し、必要に応じ、早期対策の実施に努めます。

3)環境のモニタリング

河道内の土砂堆積による流下断面の減少や河床の深掘れによる河川管理施設への悪影響や、ダ
ム・堰の貯水池内への土砂堆積による貯水容量の減少等の悪影響が生じないよう、定期的に河川
巡視や縦横断測量等を行い、土砂の堆積状況や、河床変動状況を的確に把握し、必要に応じて
維持掘削等の対策を実施します。

護岸等の機能に支障が生じた場合は補修を行います。
維持掘削や許認可による砂利採取１）等に際しては、瀬や淵の保全に努めるとともに、水際部の掘
削面の勾配を緩やかにし、一部に浅瀬を残す等、陸域の生物も含め多様な生物の生息・生育・繁
殖環境に配慮するとともに、適切な指導・監督を行います。

河道掘削による水位低下のイメージ
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３.河川整備の実施に関する事項 太田川水系

3.4 河川の維持の目的、種類及び施行の場所
3.4.2 その他の河川の維持管理に関する事項

河川敷地の良好な環境を保つために、占用地の維持管理が適切に行われることが必要であり、
河川敷地の占用者に対して安全面での管理体制、緊急時における通報連絡体制の確立等適正
な維持管理の徹底を図ります。

河川敷地の不法占用や無許可又は許可基準に反する工作物や大規模な捨土、不法盛土や掘削
等は、洪水の疎通の妨げとなったり、河川巡視の妨げとなったりする場合があり、これらに対して
適正な監督・指導を行います。

1)河川敷地の適切な利用

(3)河川空間の適正な利活用のための管理

不法係留船に対しては、引き続き関係機関との連携を図りつつ、河川巡視を通して不法係留の防
止に努め、船舶所有者に対して適切な是正指導等を行うとともに、船舶の係留施設の整備につい
て関係機関と調整します。

2)不法係留船対策

対策前

対策後

不法係留船対策

違法行為を発見・是正するため、河川監視カメラや河川巡視による監視を行います。
地域住民や関係機関等との連携により、是正措置を講じ違法行為の防止に努めます。
地域住民やNPO法人等関係機関との連携による環境教育や現在実施しているクリーン太田川の継続実施を通じて住民の河川美化に
対する意識を啓発していきます。

3)不法投棄対策
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３.河川整備の実施に関する事項 太田川水系

3.4 河川の維持の目的、種類及び施行の場所
3.4.2 その他の河川の維持管理に関する事項

(4)地域との連携

「水の都」と称される広島の太田川の良好な水辺景観や、多様な自然環境を次世代に引き継ぐた
めに、今後も、地域住民の方々をはじめ地方公共団体、関係機関との連携と協働体制の強化を推
進します。

日常的に人と川との繋がりがより良いものとなるよう、出前講座やクリーン太田川等を通じて、太
田川を軸とした様々な河川環境教育を推進し、市民団体等の河川を活用した様々な取組や活動
に対しても積極的な支援を行うとともに、太田川に関する様々な情報を出前講座やウェブサイト、
ＧｏＧｉルーム等を活用して提供します。さらに、地域住民の方々の要望や意見を踏まえながら河川
整備等に取り組み、積極的な対応に努めます。

民間団体で構成される河川協力団体と連携して、河川敷の清掃、除草や水生生物調査等の活動
に取り組みます。

良好な河川環境を維持する取組として、公募による樹木伐採を行い、資源としての有効活用やコ
スト縮減を図ります。

(5)情報の収集とデータの蓄積

適切な頻度で測量等のモニタリングを実施し、そのデータを蓄積するとともに評価・分析することで
今後の河川管理に役立てます。

ＸＲＡＩＮ(高性能レーダ雨量計ネットワーク)の観測体制が整備され、今後は局所的に発生する集中
豪雨の観測精度等の向上が見込まれることから、これらにより得られた情報を、地方公共団体等
をはじめ地域住民の方々に、迅速かつ的確に提供できる体制の整備を図ります。

水文・水質データについては、通年の水位・雨量観測、水質調査に加え、洪水後の痕跡調査、河
床材料調査、渇水時の瀬切れ調査、水質事故時の原因究明等の詳細な調査を行います。

太田川河川事務所ウェブサイト

ＧｏＧｉルーム

公募による樹木伐採

〔実施内容の追加〕
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３.河川整備の実施に関する事項 太田川水系

3.4 河川の維持の目的、種類及び施行の場所
3.4.2 その他の河川の維持管理に関する事項

地域住民、水防団、地方公共団体、河川管理者等が「自助、共助、公助」の考えのもと、連携、協
働し、洪水時に的確に行動し、被害をできるだけ軽減するために防災体制や連絡体制の一層の
強化を図ります。

洪水や高潮等災害の発生が予想されるとき、また、一定規模以上の地震が発生したときには、各
種情報の収集・発信基地として、太田川河川事務所内に災害対策支部を設置します。

活動拠点となる災害対策支部では雨量や水位情報、被災情報等を効率的に収集し、地域住民の
避難に役立つ情報の発信等迅速な災害対応に役立て、水防活動や避難等のための情報発信を
効果的に行うとともに、様々な情報を共有する体制の確立に努めます。

情報伝達に関しては、災害時の対応を円滑に行うため、災害対策訓練を定期的に行うとともに、
研修や出前講座等を通じて、危機管理に関する他機関との情報の共有化を平常時から行います。

1)水防体制の充実・強化

(6)危機管理体制の構築・強化

河川管理施設の被災の拡大防止、危険箇所への事前対応のため、緊急用資機材を備蓄します。また、定期的に点検を行い、資機材の
保管状況を把握し、適切に資機材を管理します。

2)緊急用資機材の備蓄

雨量、水位、洪水予測等、各種河川情報を地方公共団体等に発表・通知します。
大臣管理区間のうち、「洪水予報河川」 )である太田川、三篠川、根谷川においては、気象庁と共同で洪水予報を発表し、関係機関へ伝
達を行い水防に関する種々の準備を促します。

大臣管理区間の「水位周知河川」 )である市内派川の旧太田川、天満川、元安川と古川においては、避難判断水位の到達情報を発表
し、関係機関を通じて、円滑な避難措置の支援を行います。

大臣管理区間全川で水防活動の指針となる水防警報を発令し、関係機関へ伝達し効率的かつ適切な水防活動を支援しています。
出水期前には関係機関との情報伝達訓練、重要水防箇所、河川情報の説明を行う等、防災・減災活動の支援を行います。

3)洪水予報、水防警報等

太田川河川事務所災害対策室
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堤防の決壊等の重大災害が発生した場合に備え、浸水被害の拡大を防止するための緊急的な災害復旧手順について事前に計画しつ
つ、氾濫水を速やかに排水するための対策等の強化に取り組むとともに、必要な資機材の準備等、早期復旧のための体制の強化を図
ります。

平常時から、災害復旧に関する情報共有及び連絡体制の確立が図られるよう、関係機関との連携を図ります。
大規模水害等においては、自治体の災害対応全般にわたる機能が著しく低下するおそれがあるため、TEC-FORCE（Technical 
Emergency Control FORCE：緊急災害対策派遣隊）等による災害発生直後からの被災状況調査、排水ポンプ車による緊急排水等の支
援、自治体への災害対応支援の一層の強化を図ります。
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３.河川整備の実施に関する事項 太田川水系

3.4 河川の維持の目的、種類及び施行の場所
3.4.2 その他の河川の維持管理に関する事項
(6)危機管理体制の構築・強化

地震・津波の発生時においては、河川情報を適切に収集し、河川管理施設の点検を行うとともに関係機関等へ津波による水防警報等
の迅速な情報伝達を実施します。

平常時より地震を想定した被災状況等の情報収集・情報伝達手段を確保するほか、迅速な巡視・点検並びに円滑な災害復旧作業に向
け、大規模地震等を想定した訓練を実施する等、体制の強化を図ります。

4)地震・津波対応

洪水や津波、高潮などにより災害が発生するおそれがある場合には、水防警報を発令し、自治体を通じて水防団体(消防団)の出動を
要請します。

関係機関との情報共有と連携体制を構築するため、「太田川水防連絡会」を組織して、事前の重要水防箇所の周知、情報連絡体制の
確立等を今後も継続して行うとともに、水防活動が円滑に行われるよう、協力体制や水防資機材などの確保・融通を図ります。あわせ
て、水防活動時の注意事項や堤防決壊の事例などを水防団員に周知し、水防活動に従事する者の安全確保に努めます。

地域住民、自主防災組織、民間団体等が災害時に行う水防活動を可能な限り支援します。
洪水や津波、高潮などにより著しく甚大な災害が発生した場合において、水防上緊急を要すると認めるときは、当該災害の発生に伴い
浸入した水の排除のほか、高度の機械力又は高度の専門的知識や技術を要する水防活動(特定緊急水防活動)を行います。

5)水防活動への協力

6)堤防の決壊時等の被害軽減対策

〔新規項目の追加〕

〔新規項目の追加〕

〔新規項目の追加〕



３.河川整備の実施に関する事項 太田川水系

3.4 河川の維持の目的、種類及び施行の場所
3.4.2 その他の河川の維持管理に関する事項
(6)危機管理体制の構築・強化

洪水時において、雨量、河川の水位・流量等を的確に把握し、操作規則に基づき、温井ダムや高瀬堰、排水機場等の河川管理施設の
適正な操作を行います。また、内水氾濫被害が発生するおそれがある場合には関係する地方公共団体からの要請等により、排水ポン
プ車を機動的に運用し、迅速かつ円滑に内水氾濫被害を軽減するよう努めます。

今後、社会情勢の変化や地域住民の高齢化による水門操作員の確保も困難になることが予測されることから、老朽化した樋門等の改
築時期等に合わせ、河川の特性や地域の実情を踏まえ、水位変化に対応した自動開閉機能を有する施設への改善を図るなど、的確
に施設を運用できる体制の整備を図ります。

気候変動による大雨や短時間強雨の発生頻度の増加に伴い、水位の急激な上昇が頻発することが想定されることから、河川管理施設
の確実な操作と操作員の安全確保のために、施設操作等の遠隔化・自動化等の整備について検討します。

7)河川管理施設の操作等

堰、橋梁等の許可工作物についても、河川管理施設と同様に施設の適切な維持管理を施設管理者に指導します。
河川巡視において変状が確認された場合、速やかに施設管理者に連絡し、補修、整備等を指導します。

8)許可工作物の管理指導

近年の豪雨災害における逃げ遅れの発生等の課題に対処するために、行政・住民・企業等の各主体が水害リスクに関する知識と心構
えを共有し、氾濫した場合でも被害の軽減を図るための、避難や水防等の事前の計画、体制、施設による対応が備えられた社会を構
築していきます。

引き続き、減災対策協議会により継続的なフォローアップを行い、必要に応じて取組方針を見直します。また、公共交通事業者やマスメ
ディア等と連携し、メディアの特性を活用した情報の伝達方策の充実、防災施設の機能に関する情報提供の充実、防災施設の機能に
関する情報提供の充実などを進めていきます。

9)洪水氾濫に備えた社会全体での対応

〔実施内容の追加〕

〔新規項目の追加〕
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３.河川整備の実施に関する事項 太田川水系

3.4 河川の維持の目的、種類及び施行の場所
3.4.2 その他の河川の維持管理に関する事項
(6)危機管理体制の構築・強化

想定最大規模の洪水等が発生した場合でも人命を守る
ことを第一とし、減災対策の具体的な目標や対応策を、
関係自治体と連携して検討します。

浸水想定や水害リスク情報に基づき、浸水想定区域内
の住民の避難の可否等を評価した上で、避難困難者へ
の対策として、早めの避難誘導や安全な避難場所及び
避難路の確保など、関係自治体において的確な避難体
制が構築されるよう技術的支援等に努めます。

市町村地域防災計画に記載され、浸水想定区域内にあ
る地下街、要配慮者利用施設や大規模工場等の施設の
所有者または管理者が、避難確保計画又は浸水防止計
画の作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置等をする
際に技術的支援を行い、地域水防力の向上を図ります。

平成31年３月に作成した「太田川水防災タイムライン」を
振り返り、検証と改善を実施し、継続した運用を行います。

10)災害リスクの評価・災害リスク情報の共有 〔新規項目の追加〕

太田川水防災タイムライン 37



３.河川整備の実施に関する事項 太田川水系

3.4 河川の維持の目的、種類及び施行の場所
3.4.2 その他の河川の維持管理に関する事項
(6)危機管理体制の構築・強化

洪水浸水想定区域図は、河川改修の進捗、対象とする降雨等の外力の変更、道路整備や区画整理による浸水想定区域内の地形の改
変等に伴い、浸水想定区域が大きく変化する場合は更新します。

洪水浸水想定区域の更新の際には、地方公共団体の避難所等を記載した洪水ハザードマップの作成、普及への支援を引き続き行い
ます。

地域住民、学校、企業等が防災に対する意識を高め、洪水時に自主的かつ適切な行動をとれるよう、洪水ハザードマップを活用した防
災訓練、防災計画検討等の取組への必要な支援を行います。

11)洪水浸水想定区域の指定、洪水ハザードマップ等の作成支援

浸水想定区域図及びハザードマップ

〔実施内容の追加〕

38



３.河川整備の実施に関する事項 太田川水系

3.4 河川の維持の目的、種類及び施行の場所
3.4.2 その他の河川の維持管理に関する事項
(6)危機管理体制の構築・強化

個別の氾濫ブロックについて危険となるタイミングを
タイムリーに把握するため、水害リスクラインを導入
するとともに、洪水予測の高度化を進めます。

地域住民自ら洪水時の危険度を確認し、的確な判
断や行動に繋げられるように、橋脚や水位観測所等
に「氾濫危険水位」等の水位情報を表示します。水
位表示等を設置する際は、地域住民の目線で設置
することが重要です。避難時に使用する道路が冠水
する水位を表示する等、安全な避難行動を促すた
めの情報を提供するとともに、防災意識の向上に繋
がる工夫をします。

洪水時における地域住民の迅速な避難や水防活動
等の支援のため、レーダ雨量観測を含む雨量情報
及び水位情報、CCTVカメラによる基準水位観測所
等の主要地点の画像情報等について、光ファイバー
網、河川情報表示板等の情報インフラ、インターネッ
ト及び携帯端末、ケーブルテレビ、地上デジタル放
送(データ放送)等を積極的に活用し、危険の切迫度
が住民に伝わりやすくなるよう、分かりやすい情報
の提供に努めます。

洪水時のみならず、河川環境の保全・改善や既得
用水の取水安定化及び水資源の有効活用が図れ
るように、河川流量やダム貯水量等についても、広く
情報提供を行います。

12)避難を促す水位情報等の提供 〔新規項目の追加〕

危機管理型水位計 39



３.河川整備の実施に関する事項 太田川水系

3.4 河川の維持の目的、種類及び施行の場所
3.4.2 その他の河川の維持管理に関する事項
(6)危機管理体制の構築・強化

減災対策協議会における取組の１つとして、「迫りくる
危機を認識した的確な避難行動のための取組」を挙
げており、避難行動・水防活動等に資する基盤等の
整備を行っていきます。

具体的な整備内容の１つとして、堤防の高さや川幅
などから相対的に氾濫が発生しやすい箇所及び行
政施設等の重要施設が浸水する可能性が高い箇所
に危機管理型水位計を設置し、住民の避難に役立て
ていきます。

危機管理型水位計の観測水位はリアルタイムでパソ
コンやスマートフォン等により確認することができ、沿
川の住民の避難に資する情報提供が可能となります。
（URL: https://k.river.go.jp/）

13)危機管理型水位計の設置 〔新規項目の追加〕

ライブ映像配信イメージ

確認したい
「カメラ」をクリック

普段の様子 現在の様子

「カメラ画像」を
クリック

現在の様子
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３.河川整備の実施に関する事項 太田川水系

3.4 河川の維持の目的、種類及び施行の場所
3.4.2 その他の河川の維持管理に関する事項
(6)危機管理体制の構築・強化

学校教育現場における防災教育の取組を推進するために、年間指導計画や板書計画の作成や
水害を対象とした避難訓練の実施に資する情報を教育委員会等に提供するなど支援します。また、
住民が日頃から河川との関わりを持ち親しんでもらうことで防災知識の普及を図るために、河川協
力団体等による啓発活動等の支援に努めます。

自治体の避難情報や、河川やダム等の防災情報等を活用した住民参加型の避難訓練等を関係
機関と連携して推進します。

今後も必要に応じて技術的支援を継続して行い、地域住民、学校、企業等が防災に対する意識を
高め、洪水時に自主的かつ適切な行動をとれるように、洪水ハザードマップを活用した防災訓練、
防災計画検討などの取組に対し必要な支援・協力を行います。

15)防災教育や防災知識の普及

開発業者や宅地の購入者等が、土地の水害リスクを容易に認識できるようにするため、現在住宅地を中心に行われている街の中にお
ける想定浸水深の表示について、住宅地外への拡大を図るとともに、都市機能の集約や居住の誘導に災害リスクが反映されるよう、減
災対策協議会等を活用し、関係機関との連携を強化します。

14)水害リスク情報の発信

〔新規項目の追加〕

〔新規項目の追加〕

防災教育の取組

温井ダムについては、ダムの洪水調節能力を最大限活用するための操作の方法について検討し、必要に応じて操作規則等を見直しま
す。また、ダムへの流入量の予測精度の向上、ダム操作の更なる高度化について検討します。

太田川水系において、河川管理者である国土交通省並びにダム管理者及び関係利水者は、河川について水害の発生の防止等が図ら
れるよう、太田川水系治水協定を令和２年５月に締結し、既存ダムの洪水調節機能強化を推進する取組として、事前放流を実施します。

16)既存ダムの洪水調節機能の強化 〔新規項目の追加〕

気候変動の影響により洪水等の規模が増大することが予測されていることを踏まえ、流域の降雨量、降雨の時間分布・地域分布、流量、
河口潮位等についてモニタリングを実施し、経年的なデータ蓄積に努め、定期的に分析・評価を行います。

17)気候変動による影響のモニタリング 〔新規項目の追加〕

41


